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は
じ
め
に

小
倉
藩
大
庄
屋
制
研
究
に
向
け
た
作
業
の
一
環
と
し
て
、
小
稿
で
は
大
庄
屋
文
書
の
概
要
分
析
を
お
こ
な
う
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
（
１
）。

近
世
初
頭
の
細
川
期
小
倉
藩
の
惣
庄
屋
制
に
つ
い
て
は
、「
手
永
の
管
理
責
任
者
で
あ
り
、
藩
主
か
ら
知
行
を
遣
わ
さ
れ
て
役
儀
を
果

た
」
す
こ
と
で
、
忠
利
が
構
想
す
る
藩
政
機
構
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
く
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
（
２
）。
加
藤
氏
改
易
後
、
寛
永
九
年

（
一
六
三
二
）
に
肥
後
へ
転
封
と
な
っ
た
細
川
忠
利
の
跡
を
う
け
、
豊
前
に
入
っ
た
小
笠
原
氏
一
族
は
、
忠
利
の
惣
庄
屋
（
の
ち
に
大
庄

屋
）
制
を
踏
襲
し
た
領
国
支
配
を
行
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

小
笠
原
期
小
倉
藩
の
大
庄
屋
制
研
究
に
つ
い
て
は
、
慶
応
二
年
の
打
ち
こ
わ
し
に
よ
っ
て
庄
屋
文
書
が
焼
か
れ
た
と
い
う
事
情
か
ら

残
存
史
料
が
少
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
打
ち
こ
わ
し
を
ま
ぬ
か
れ
た
大
庄
屋
文
書
の
利
用
が
進
め
ば
、
今
後
大
い
に
研
究
が

進
展
す
る
余
地
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
九
州
大
学
が
所
蔵
す
る
田
川
郡
金
田
手
永
大
庄
屋
文
書
（
六
角
家
文
書
）

を
取
り
あ
げ
て
み
た
い
。
六
角
家
文
書
は
近
世
庶
民
史
料
調
査
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
、
昭
和
二
十
七
年
（
一
九
五
二
）、
九
州
大
学
に
寄

贈
さ
れ
た
（
３
）。
現
在
は
九
州
大
学
附
属
図
書
館
付
設
記
録
資
料
館
九
州
文
化
史
資
料
部
門
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
お
よ
そ
三
千
三
百
枚
に

上
る
整
理
済
み
カ
ー
ド
目
録
の
検
索
か
ら
史
料
の
利
用
が
可
能
で
あ
る
（
４
）。
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一
、
金
田
手
永
大
庄
屋
文
書
の
概
要

田
川
郡
（
四
万
九
九
七
一
石
〈
寛
永
九
年
〉）
に
は
添
田
、
伊
田
、
糒
、
猪
膝
、
金
田
、
上
野
の
六
つ
の
手
永
が
あ
り
、
大
庄
屋
家
は

手
永
を
入
れ
替
わ
り
、
ま
た
は
兼
帯
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
金
田
手
永
は
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
は
、
九
ケ
村
（
金
田
、
糸
田
、
鼠

池
、
西
弓
削
田
、
大
熊
、
河
原
弓
削
田
、
宮
床
、
宮
尾
、
後
藤
寺
町
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
手
永
全
体
で
三
〇
一
二
人
の
人
口
規

模
で
あ
っ
た
。
地
理
的
に
は
彦
山
川
の
流
域
に
沿
っ
て
い
る
。
川
船
通
行
に
よ
っ
て
直
方
や
木
屋
瀬
と
の
人
的
あ
る
い
は
物
的
な
交
流

が
見
ら
れ
る
。
寛
政
期
に
は
村
数
は
一
三
ケ
村
（
宮
床
、
金
田
、
河
原
弓
削
田
、
宮
尾
、
上
弓
削
田
、
下
弓
削
田
、
上
糸
田
、
中
糸
田
、

下
糸
田
、
後
藤
寺
町
、
鼠
ケ
池
、
見
立
、
大
熊
）
と
な
っ
て
い
る
。

金
田
手
永
大
庄
屋
を
勤
め
た
六
角
家
は
近
世
期
に
加
治
姓
を
称
し
て
い
た
。
大
庄
屋
在
勤
中
に
は
金
田
や
糒
な
ど
手
永
の
村
名
を
称

し
た
。
居
村
は
金
田
村
に
あ
っ
た
。
六
角
姓
を
名
乗
る
の
は
、
管
見
の
限
り
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
五
月
十
八
日
付
に
六
角
四
郎
が

第
廿
一
区
々
長
に
任
命
さ
れ
た
時
点
で
あ
る
（
５
）。

こ
れ
よ
り
前
、
明
治
四
年
十
一
月
一
日
に
は
「
私
儀
此
度
四
郎
と
改
名
仕
度
（
６
）」
と
金
田
源
吉
郎
か
ら
金
田
四
郎
へ
の
改
名
を
願
い
出
、

同
二
十
八
日
に
許
可
さ
れ
て
い
る
（
７
）。
明
治
五
年
一
月
十
九
日
に
は
、「
今
般
扶
持
方
引
揚
に
て
は
、
旧
知
事
様
思
召
も
有
之
候
付
、
金
九

拾
両
差
遣
（
８
）」
と
、
扶
持
の
返
上
を
お
こ
な
っ
た
。

表
１
は
、
六
角
家
文
書
の
カ
ー
ド
目
録
か
ら
金
田
手
永
大
庄
屋
史
料
を
抽
出
し
て
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
『
豊
前
国
田
河

郡
弓
削
田
村
御
検
地
帳
』
は
、
細
川
忠
興
に
よ
っ
て
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
実
施
さ
れ
た
惣
検
地
の
う
ち
弓
削
田
村
の
検
地
帳
で

あ
る
。
こ
の
と
き
の
検
地
奉
行
は
長
岡
監
物
で
あ
っ
た
。
細
川
氏
の
重
臣
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
検
地
の
帳
面
が
六
角
家
に
伝
わ
っ
て

い
る
こ
と
は
、
田
川
郡
に
お
け
る
初
期
惣
庄
屋
を
考
え
る
上
で
注
目
で
き
よ
う
。

金
田
手
永
大
庄
屋
史
料
を
年
代
毎
に
見
て
み
る
と
、
元
禄
、
天
明
、
文
政
の
各
時
期
に
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
史
料
が
残
っ
て
い
る
こ
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表１　大庄屋関係史料の概要
№ 史料名・史料群名 年　　代
１ 豊前国田河郡弓削田村御検地帳 慶長６年
２ 田河郡小物成鑑 貞享４年～宝永４年
３ 田河郡人畜帳 元禄期
４ 田川郡郡鑑 元禄～享保
５ 水利関係記録 元禄～文政
６ 土地関係記録 元禄～万延
７ 山林関係記録 元禄～安政
８ 宗教関係記録 享保～明治
９ 巡見使・巡視関係記録 延享３年～明治４年
10 條目・掟・書出等 明和～天保
11 日記 天明２年～文化11年
12 田川郡金田手永手鑑帳 天明３年～安政５年
13 村政関係記録 天明９年～天保
14 酒造関係記録 天明～嘉永
15 貢租関係記録 天明～安政
16 御用日記 文政10年～明治２年
17 公私諸用録 文政10年～安政５年
18 諸日記関係雑 文政13～明治16年
19 御用御廻文 文政10年～天保７年
20 御勘定諸帳面入 文政10年～安政４年
21 御郡土蔵関係記録 文政～安政
22 田川郡村々野積帳 文政～天保
23 献金御用借関係記録 文政～安政
24 田川郡御宗門御改帳 文政～安政
25 郡手永出入諸控 天保３年～安政５年
26 御用并郡手永出入控 天保３年～天保７年
27 御触書並廻文写 天保４年～安政５年
28 米銀札諸口入取立名寄帳 天保９年～安政４年
29 田川郡糒手永差引大仕詰帳 天保15年～嘉永３年
30 田川郡村々免髙畝高竈数書上帳 天保～嘉永
31 諸雑用日記 天保～嘉永
32 商工業交通関係記録 天保～安政
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と
が
わ
か
る
。
元
禄
期
に
は
『
田
河
郡
小
物
成
帳
』『
田
河
郡
人
畜

帳
』『
田
川
郡
郡
鑑
』
の
ほ
か
に
水
利
や
土
地
、
山
林
に
関
す
る
記

録
が
み
ら
れ
る
。
天
明
期
に
は
『
日
記
』
が
登
場
し
て
い
る
こ
と

が
特
色
で
あ
る
。『
御
用
日
記
』『
公
私
諸
用
録
』『
御
用
御
廻
文
』

と
い
っ
た
記
録
類
は
文
政
十
年
を
起
点
に
作
ら
れ
は
じ
め
て
い
る
。

年
貢
に
関
す
る
御
勘
定
諸
帳
面
等
は
文
政
十
年
か
ら
残
存
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
し
、
御
郡
土
蔵
関
係
記
録
が
ま
と
ま
っ
て
残
る
の

も
文
政
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
カ
ー
ド
目
録
の
成
果

か
ら
判
明
す
る
文
書
の
概
要
を
ふ
ま
え
て
、
以
下
で
は
天
明
期
と

文
政
期
に
、
そ
れ
ぞ
れ
金
田
手
永
大
庄
屋
と
な
っ
た
金
田
壮
助
（
泰

恒
）
と
金
田
安
文
の
両
名
に
着
目
し
て
若
干
の
検
討
を
試
み
た
い
。

　
　
二
、
天
明
～
文
政
期
の
金
田
手
永
大
庄
屋

　
　
　
（
１
）
金
田
壮
助
（
泰
恒
）

表
１
の
№
11
『
日
記
』（
竪
帳
）
は
天
明
二
年
～
文
化
十
一
年
ま

で
二
十
冊
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
内
訳
を
示
す
と
左
記
の
通
り
と

な
る
。
金
田
泰
恒
と
加
治
泰
恒
は
同
一
人
物
で
あ
る
。

　
　

天
明
二
年
～
天
明
四
年
、
寛
政
二
年
…
…
金
田
泰
恒

№ 史料名・史料群名 年　　代
33 金融関係記録 天保～安政
34 御年貢米取立名寄帳 天保～明治
35 戸口身分関係記録 天保～安政
36 度量衡関係記録 天保～文久
37 公私万要録 弘化３年～明治７年
38 記載録 弘化３年～明治５年
39 殿様御廻郡御用意方諸控帳 弘化～安政
40 夫役関係記録 弘化～安政
41 菜種蒔付畝并作立種書上帳 嘉永７年
42 人別御改帳 嘉永
43 諸札御改帳 嘉永～安政
44 御取立大仕詰帳 安政３年～安政５年
45 米銀札諸口入取立名寄帳 安政～明治
46 申秋貢米納通 近世

（典拠）六角家文書調査カードより作成。
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寛
政
四
年
～
寛
政
十
三
年
、
享
和
三
年
…
…
加
治
泰
恒

　
　

享
和
年
…
…
添
田
泰
清

　
　

文
化
九
年
～
文
化
十
一
年
…
…
加
治
安
之

天
明
二
年
の
『
日
記
（
９
）』
は
二
月
九
日
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
二
月
十
二
日
条
の
記
事
を
見
て
み
る
と
、

晴
天
、
吉
辰
ニ
て
五
ツ
半
時
御
奉
行
様
御
逢
之
筈
ニ
付
、
六
ツ
半
時
金
田
町
役
頭
御
宅
え
出
、
御
役
儀
被
仰
付
候
御
内
意
承
之
、

助
右
衛
門
同
道
、
御
奉
行
所
え
出
ル
、
四
ツ
時
御
奉
行
所
御
逢
、
御
両
役
頭
衆
御
取
次
ニ
て
浅
右
衛
門
退
役
願
之
通
御
免
、
御
目

録
頂
戴
被
仰
付
、
跡
役
壮
助
蒙
仰
、
夫
よ
り
役
頭
衆
御
指
図
ニ
て
所
々
御
届
ニ
罷
出
ル

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
二
月
十
二
日
、
小
倉
城
下
に
お
い
て
、
壮
助
は
退
役
し
た
浅
右
衛
門
の
跡
役
を
拝
命
し
た
。
浅
右
衛
門
は

壮
助
の
父
に
あ
た
り
、
壮
助
は
こ
の
日
記
の
記
者
金
田
泰
恒
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日
記
の
中
で
は
自
身
の
こ
と
を
、
壮
助

ま
た
は
拙
者
と
表
記
し
て
い
る
。
日
記
で
は
「
跡
役
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
た
め
判
断
し
か
ね
る
が
、
ど
う
や
ら
こ
の
と
き
拝
命

し
た
の
は
大
庄
屋
役
で
は
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
大
庄
屋
補
佐
役
の
子
供
役
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
お
き
た
い
。

翌
天
明
三
年
『
日
記
）
（1
（

』
七
月
十
八
日
条
に
よ
れ
ば
、

一 

金
田
手
永
大
庄
屋
役
申
付
、
当
分
子
共
役
相
止
候
ニ
付
兼
帯
同
様
可
相
心
得
候

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

金
田
壮
助

 
 

　

右
七
月
十
八
日

一 

唯
助
御
役
儀
御
免
、
其
外
郡
々
共
ニ
御
免
、
新
役
被
仰
付
候
、
五
郡
ニ
て
大
庄
屋
退
役
八
人
、
京
都
郡
両
人
願
ニ
付
き
退
役
、

家
督
相
立
其
外
子
共
御
入
か
へ
所
々
あ
り

と
み
え
る
。
役
儀
御
免
と
な
っ
た
唯
助
に
替
わ
っ
て
、
壮
助
が
金
田
手
永
大
庄
屋
役
に
任
命
さ
れ
た
。
子
供
役
に
つ
い
て
は
兼
帯
同
様

と
達
せ
ら
れ
た
。
こ
の
時
の
人
事
で
は
小
倉
藩
領
全
域
に
お
い
て
大
規
模
な
大
庄
屋
の
入
れ
替
え
が
行
わ
れ
て
い
た
。
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大
庄
屋
を
拝
命
し
、
小
倉
城
下
よ
り
金
田
手
永
に
戻
っ
た
壮
助
は
、
七
月
二
十
三
日
に
早
速
「
助
七
・
七
郎
兵
衛
召
呼
、
手
鑑
帳
し

ら
へ
ニ
懸
」
っ
て
い
る
。
助
七
と
七
郎
兵
衛
は
、
例
え
ば
「
宮
尾
村
ニ
て
駄
賃
帳
大
豆
立
か
た
仕
直
し
ニ
付
、
助
七
・
七
郎
兵
衛
召
呼

フ
」（
天
明
三
年
十
一
月
三
日
条
）
な
ど
、
年
貢
勘
定
帳
面
の
作
成
に
際
し
て
頻
繁
に
登
場
す
る
。
彼
ら
は
大
庄
屋
の
下
で
村
方
文
書
の

作
成
に
従
事
す
る
「
専
業
的
実
務
者
）
（（
（

」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

天
明
二
年
以
降
の
『
日
記
』
は
、
金
田
壮
助
（
泰
恒
）
が
浅
右
衛
門
の
跡
役
を
拝
命
し
た
こ
と
を
契
機
に
、
記
載
が
な
さ
れ
始
め
た

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
壮
助
の
養
子
喜
太
郎
（
泰
清
）
は
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）
三
月
二
十
一
日
に
添
田
手
永
大
庄

屋
を
拝
命
し
た
年
か
ら
自
身
の
『
日
記
）
（1
（

』
を
つ
け
は
じ
め
て
い
る
。

（
２
）
金
田
安
文

喜
太
郎
（
泰
清
）
の
実
子
安
文
は
、
文
政
十
年
（
一
七
九
八
）
七
月
二
十
二
日
に
大
庄
屋
役
取
計
方
に
任
命
さ
れ
、
同
年
十
月
七
日

に
金
田
手
永
大
庄
屋
役
を
拝
命
し
た
）
（1
（

。
そ
れ
以
降
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
九
月
に
病
気
で
退
役
す
る
ま
で
金
田
手
永
や
糒
手
永
の

大
庄
屋
を
勤
め
た
）
（1
（

。
表
１
の
№
16
『
御
用
日
記
』、
17
『
公
私
諸
用
録
』、
19
『
御
用
御
廻
文
』
は
、
手
永
大
庄
屋
就
任
を
機
に
金
田
安

文
に
よ
っ
て
記
載
が
な
さ
れ
は
じ
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

壮
助
（
泰
恒
）
の
『
日
記
』
と
、
安
文
の
『
御
用
日
記
』
は
、
と
も
に
竪
帳
形
式
で
、
内
容
に
つ
い
て
も
公
務
だ
け
で
な
く
家
政
の

記
事
も
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
性
を
持
つ
。
一
方
『
公
私
諸
用
録
』
は
横
帳
形
式
で
あ
り
、
触
や
願
書
の
ほ
か
書
翰
を
写
し
て

い
る
。
よ
り
公
的
な
記
事
が
多
い
と
言
え
よ
う
か
。『
御
用
御
廻
文
』
は
横
帳
形
式
の
所
謂
御
用
留
で
あ
る
。
同
一
触
が
『
公
私
諸
用

録
』
と
『
御
用
御
廻
文
』
の
両
方
に
書
写
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

金
田
手
永
大
庄
屋
家
で
は
、
少
な
く
と
も
天
明
期
か
ら
日
記
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
文
政
期
に
は
安
文
の
金
田
手
永
大
庄
屋
就
任
を

契
機
と
し
て
、
公
的
記
事
の
記
録
が
よ
り
拡
充
し
た
と
言
え
る
。
同
じ
田
川
郡
内
の
添
田
手
永
大
庄
屋
を
勤
め
た
中
村
家
に
は
、
金
田
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安
文
の
『
御
用
日
記
』
と
共
通
し
た
書
式
で
、『
御
用
日
記
』
と
表
書
き
の
あ
る
記
録
が
、
や
は
り
文
政
期
か
ら
残
さ
れ
て
お
り
）
（1
（

、
同
郡

内
の
大
庄
屋
中
間
に
お
い
て
、
御
用
を
記
録
す
る
行
為
が
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
）
（1
（

。

三
、
金
田
手
永
大
庄
屋
家
の
年
貢
勘
定
帳
面

壮
助
の
『
日
記
』、
安
文
の
『
御
用
日
記
』
に
目
を
通
し
て
感
じ
る
事
は
、
大
庄
屋
中
間
中
に
よ
る
「
寄
合
」・「
御
用
談
」
の
開
催
頻

度
の
高
さ
、
土
木
普
請
の
監
督
業
務
と
年
貢
勘
定
業
務
の
繁
多
な
様
で
あ
る
。
試
み
に
、
安
文
が
金
田
手
永
大
庄
屋
を
拝
命
し
た
翌
々

年
に
あ
た
る
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
を
サ
ン
プ
ル
に
、
金
田
手
永
で
い
っ
た
い
ど
れ
く
ら
い
の
量
の
普
請
や
年
貢
勘
定
に
関
す
る

帳
面
が
作
成
さ
れ
た
か
を
知
る
べ
く
、
現
存
す
る
六
角
家
文
書
か
ら
復
元
し
た
も
の
が
表
２
で
あ
る
。
こ
こ
で
拾
い
上
げ
た
帳
面
だ
け

で
も
三
十
三
冊
に
及
ぶ
。
内
訳
は
、
二
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
は
普
請
関
係
、
七
月
に
は
菜
種
子
調
子
、
六
月
以
降
運
上
銀
の
取
立
帳
、

八
月
以
降
は
種
々
の
年
貢
勘
定
書
類
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。

年
貢
勘
定
の
帳
面
の
種
類
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
一
月
に
『
御
用
并
郡
手

永
入
帳
』（
横
帳
）（
表
２
の
１
）
が
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
年
貢
勘
定
関
係
そ
の
他
の
触
書
や
願
書
、
通
信
の
写
し
と
、
時

系
列
に
種
々
の
「
差
引
」（
収
支
計
算
）
や
受
取
が
記
録
さ
れ
て
い
く
。
備
忘
の
た
め
に
安
文
が
作
成
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
丑

秋
中
覚
帳
』（
小
横
帳
）（
表
２
の
14
）
は
、
そ
の
年
の
検
見
役
人
一
行
の
名
前
、
年
貢
米
初
納
に
際
し
て
商
人
札
の
取
揚
の
通
達
、
免

割
、
出
郡
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。『
丑
歳
諸
差
引
仕
詰
帳
』（
横
帳
）（
表
２
の
33
）
は
年
貢
勘
定
が
終
わ
っ
た
後
に
、
勘

定
方
役
人
と
大
庄
屋
か
ら
村
々
庄
屋
中
へ
対
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
年
貢
勘
定
の
差
引
に
異
存
が
な
け
れ
ば

村
々
の
庄
屋
中
は
「
差
引
口
々
納
得
」
と
奥
書
と
連
判
を
す
え
、
そ
の
年
の
年
貢
勘
定
が
終
了
す
る
。
年
間
を
通
じ
て
や
は
り
年
貢
勘

定
関
係
の
帳
面
が
多
い
こ
と
を
改
め
て
指
摘
で
き
る
。
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17   田川郡村々丑中田御検見差出 金田四郎兵衛手永 横

18   田川郡村々早田中田徳米目録 金田四郎兵衛手永 小横

19   田川郡村々郡手永村追出米割帳 金田四郎兵衛手永 横

20   田川郡村〃子八月より丑七月迄郡手永村出米利付帳 金田四郎兵衛手永 横

21   田川郡丑諸目録控 金田四郎兵衛 小横

10月 22   田川郡村々丑御取立帳 金田四郎兵衛手永 横

23   丑歳五里先駄賃帳 金田四郎兵衛 小横

11月 24   丑秋村々諸口入并仕詰貸取立本 金田四郎兵衛手永 横

25   田川郡御蔵納米御勘定駄賃帳（金田四郎兵衛→勘定所） 金田四郎兵衛手永 竪

12月 26   田川郡村々赤池御蔵納米通算用目録（金田四郎兵衛
→村田伝内、青柳勝左衛門）

金田四郎兵衛手永 竪

27   丑冬諸運上銀取立帳 金田四郎兵衛 小横

28   丑歳御勘定中出入諸控帳 金田安文 横

29   田川郡村々丑返号諸割本帳 金田四郎兵衛 横

30   田川郡村々丑米銀上納詰返号帳 金田四郎兵衛手永 横

31   金田上野添田三盤運賃差引帳 金田安文 横

32   丑歳御勘定中出入諸控帳 金田安文 横

翌２月 33   丑歳諸差引仕詰帳（勘定方３名＋金田四郎兵衛→
村々庄屋中→村庄屋連判「差引口々納得」）

金田四郎兵衛 横

（註）六角家文書に現存している帳簿をもとに作成した。なお宗門改帳および日記類は除外している。
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表２　文政12年金田手永の帳面

１月 １  御用并郡手永出入帳（１月～） 金田安文 横

２月 ２  丑春御普請所夫積書附寄帳（大庄屋連署→宇佐美英助） 田川郡控 横

３月 ３  手長普請所積書附 金田四郎兵衛 横

４  田河郡村々丑御普請所積書附（添田平兵衛→大庄屋中） 田川郡

４月 ５  御用銀御用借ニ付売米石数御願帳　控（庄屋連判+
金田四郎兵衛→宇佐美英助）

金田四郎兵衛手永 横

５月 ６  田川郡金田手永御普請所夫積帳 金田四郎兵衛手永 横

７  田川郡御郡御普請所夫積帳　控 金田四郎兵衛手永 横

６月 ８  亥八月より子七月迄郡手永村出米名目寄 金田四郎兵衛手永 横

９  丑歳弐納反別麦夏運上銀取立帳 金田四郎兵衛手永 横

７月 10   丑年菜種子作髙御調子帳 金田四郎兵衛手永 横

11   丑年菜種子之内寅種囲分調子帳（庄屋連判＋金田四
郎兵衛→宇佐美英助）

金田四郎兵衛手永 横

12   田川郡村々菜種子石数御調子帳　控（金田四郎兵衛
→宇佐美英助）

金田四郎兵衛手永 横

13   丑年菜種子作髙御調子帳 金田四郎兵衛 横

８月 14   丑秋中覚帳（８月～） 金田安文 小横

９月 15   田川郡村々丑壱番早田御検見差出 金田四郎兵衛手永 横

16   田川郡村々丑弐番早田御検見差出 金田四郎兵衛手永 横
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大
庄
屋
の
年
貢
勘
定
帳
面
を
よ
り
正
確
に
把
握
す
る
た
め
に
、
嘉
永
七
年
（
安
政
元
、
一
八
五
四
）
閏
七
月
「
田
川
郡
諸
帳
面
数
書

上
帳
）
（1
（

」
を
基
に
作
成
し
た
表
３
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
大
庄
屋
や
庄
屋
等
の
手
許
で
作
成
さ
れ
る
年
貢
勘
定
帳
面
の
リ
ス
ト
で
あ
る
。

小
倉
藩
で
は
同
年
七
月
に
全
藩
領
の
大
庄
屋
と
庄
屋
に
対
し
て
、
過
去
五
年
間
の
年
貢
勘
定
帳
面
の
提
出
が
命
じ
ら
れ
て
お
り
）
（1
（

、
こ
の

リ
ス
ト
も
、
そ
う
し
た
動
向
の
な
か
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
文
末
に
資
料
編
と
し
て
翻
刻
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
）。

Ａ
は
庄
屋
の
帳
面
、
Ｂ
は
勘
定
庄
屋
が
請
け
持
つ
帳
面
、
Ｃ
が
大
庄
屋
の
帳
面
、
Ｄ
は
郡
土
蔵
の
勘
定
を
担
当
す
る
大
庄
屋
が
作
成

す
る
帳
面
、
Ｅ
は
子
供
役
の
帳
面
で
あ
る
。
村
、
手
永
、
郡
の
各
レ
ベ
ル
に
お
け
る
年
貢
勘
定
帳
面
の
作
成
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
子
供
役
は
手
永
の
夫
役
帳
面
を
作
成
す
る
こ
と
に
加
え
、「
御
山
方
帳
面
は
子
供
役
順
番
ニ
て
六
手
永
一
紙
ニ
仕
立
差
出
申
候
」

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
田
川
郡
全
体
の
御
山
方
勘
定
に
も
関
与
し
て
い
た
。

Ｃ
の
大
庄
屋
帳
面
の
う
ち
、
１
の
「
手
鑑
帳
」
か
ら
５
の
「
仕
組
年
賦
帳
」
ま
で
は
、「
大
庄
屋
手
許
年
々
相
用
申
候
、
尤
此
内
合
帳

ニ
相
成
居
候
手
永
も
御
座
候
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
帳
面
が
年
貢
勘
定
の
基
本
台
帳
で
あ
り
、
手
永
に
よ
っ
て
合
帳
さ
れ
て
い
る
場
合

も
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
天
明
三
年
七
月
に
、
金
田
手
永
大
庄
屋
を
拝
命
し
た
壮
助
が
最
初
に
調
製
を
手
が
け
た
も
の
が
「
手
鑑
帳
」

で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

６
「
夏
運
上
帳
」
か
ら
22
「
大
仕
詰
差
引
帳
」
ま
で
の
帳
面
は
「
大
庄
屋
手
元
ニ
て
年
々
新
ニ
拵
申
候
」
と
あ
っ
て
、
大
庄
屋
が
毎

年
作
成
し
た
。
諸
運
上
は
「
夏
運
上
帳
」（
６
）
と
「
冬
運
上
帳
」（
19
）
の
二
期
に
わ
け
て
徴
収
さ
れ
る
た
め
二
冊
に
分
冊
さ
れ
て
い

る
。「
御
取
立
帳
」（
９
）
は
「
収
納
度
々
此
帳
面
之
払
之
内
ニ
御
蔵
通
〆
辻
書
入
、
御
代
官
様
御
蔵
通
ニ
御
押
切
被
成
候
帳
面
」
で
あ

る
。「
返
号
仕
詰
帳
」（
20
）
は
「
此
帳
面
ニ
て
手
永
内
は
勿
論
御
郡
内
出
入
之
分
無
尽
類
一
切
差
引
仕
来
申
候
」
と
あ
っ
て
こ
の
一
冊

で
金
銭
の
出
入
り
を
把
握
す
る
た
め
の
帳
面
で
あ
っ
た
。

多
く
の
年
貢
勘
定
帳
面
を
作
成
す
る
だ
け
で
な
く
、
大
庄
屋
は
そ
れ
ら
の
帳
面
の
保
管
に
も
留
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
田

川
郡
内
の
大
庄
屋
の
間
で
は
手
永
の
交
替
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
過
去
の
手
永
帳
面
に
つ
い
て
も
引
き
譲
ら
れ
た
。
嘉
永
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四
年
（
一
八
五
一
）
四
月
に
金
田
手
永
か
ら
糒
手
永
へ
替
わ
っ
た
四
郎
兵
衛
は
、
入
れ
替
わ
り
に
金
田
手
永
へ
入
っ
た
武
右
衛
門
へ
、

年
貢
勘
定
関
係
書
類
を
一
年
毎
袋
に
入
れ
た
も
の
過
去
十
ケ
年
分
を
譲
り
渡
し
て
い
る
）
（1
（

。
六
角
家
文
書
に
は
、
年
毎
に
袋
に
収
納
さ
れ

た
状
態
の
安
文
期
の
金
田
手
永
年
貢
勘
定
帳
面
が
現
存
し
て
い
る
。
交
替
の
際
の
譲
渡
の
袋
が
そ
の
ま
ま
保
管
袋
に
さ
れ
た
可
能
性
も

あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

六
角
家
文
書
の
金
田
手
永
大
庄
屋
文
書
に
つ
い
て
、
天
明
期
と
文
政
期
を
中
心
に
、
日
記
と
、
年
貢
勘
定
帳
面
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

金
田
手
永
大
庄
屋
家
で
は
金
田
壮
助
（
泰
恒
）
以
降
、『
日
記
』
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
政
一
〇
年
に
安
文
は
、
自
身
が
金
田

手
永
大
庄
屋
を
を
拝
命
し
て
か
ら
『
御
用
日
記
』
と
『
公
私
諸
用
録
』、『
御
用
御
廻
文
』
を
作
成
し
始
め
る
。『
御
用
日
記
』
に
つ
い
て

は
同
じ
形
態
の
も
の
が
添
田
手
永
大
庄
屋
中
村
家
で
も
作
成
さ
れ
て
お
り
、
田
川
郡
内
の
大
庄
屋
仲
間
中
で
文
政
期
に
御
用
を
記
録
し

て
い
く
こ
と
が
一
般
化
し
て
く
る
状
況
を
中
村
家
文
書
を
は
じ
め
と
す
る
文
書
群
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

『
日
記
』
や
『
御
用
日
記
』
か
ら
は
、
手
永
大
庄
屋
の
年
貢
勘
定
の
繁
多
な
状
況
を
窺
う
こ
と
が
で
き
た
。
実
務
に
精
通
し
た
人
物

（「
助
七
・
七
郎
兵
衛
」）
と
と
も
に
年
間
を
通
し
て
多
く
の
帳
面
を
調
製
し
て
い
た
。
小
稿
は
、
年
貢
勘
定
に
関
す
る
帳
面
は
手
永
大
庄

屋
の
手
許
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
か
ら
発
し
て
、
作
業
を
し
た
結
果
の
一
部
で
あ
る
。
今
後
は
、

村
請
年
貢
の
勘
定
に
手
永
大
庄
屋
が
い
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
、
村
と
郡
の
レ
ベ
ル
の
動
き
や
、
無
尽
や
貸
付
な
ど
の
問
題
を
ふ

く
め
、
日
記
と
勘
定
帳
面
を
読
み
進
め
な
が
ら
理
解
を
深
め
、
考
え
て
行
き
た
い
。
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C　大庄屋帳面

名　称 備　　考
１   手鑑帳

此分大庄屋手許年々相用申候、
尤此内合帳ニ相成居候手永も御
座候

２   御取立当付帳
３   御取立当付割本帳
４   諸給割本帳
５   仕組年賦帳

６   夏運上帳
此帳面ニ反別麦取立
割、鶏卵代仕出共ニ
御座候

此分大庄
屋手元ニ
て年々新
ニ拵申候

７   早田小目録
８   中田小目録

９   御取立帳

収納度々此帳面之払
之内ニ御蔵通〆辻書
入、御代官様御蔵通
ニ御押切被成候帳面
ニ御座候

10   御取立割本帳

11   秋中覚帳 此帳面ニ御免割其外
控類数々御座候

12   諸目録控
此帳面ニ御目録類控
并川成寄書付等々控
御座候、手永ニ寄別
ニ致候所も御座候

13   川成寄書付

14   郡手永出米通

此分手永ニ寄、一帳
又は、郡出米通一帳
手永出米通一帳二
冊、ニ相成居候手永
も御座候

15   出米割帳
16   横駄賃帳 小帳添之手永も御座候
17   竪駄賃帳
18   一紙目録控
19   冬運上帳

20   返号仕詰帳
此帳面ニて手永内は
勿論、御郡内出入之
分、無尽類、一切差
引仕来申候

21   返号仕詰割本帳
22   大仕詰差引帳

D　御勘定当務大庄屋帳面

名　称 備　考

１   御郡土蔵上納銀

２   御郡土蔵米銀札
払目録

３   御郡土蔵納証文控

４   御郡土蔵諸札引
合帳

５   御郡土蔵拝借控帳

６   北一紙控帳

７   御郡土蔵諸差引
帳

上納物并御郡内
取遣諸無尽取遣
共ニ書入御座候

８   御郡土蔵割本帳

E　子供役帳面

名　称 備　考

１   郡手永夫役通
手永ニ寄郡手永
二冊ニ相成居候
所も御座候

２   郡手永夫役仕詰帳
此分子供役手元
ニて年々新ニ拵
申候

３   御山方御勘定帳 御山方帳面は子
供役順番ニて六
手永一紙ニ仕立
差出申候

４   御用竹木目録

５   請材木子手形
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A　庄屋帳面

名　称 備　考

１   本作御水帳

２   新地御水帳

３   畠成田御水帳

４   出新地御水帳
村ニ寄御水帳無御
座、坪付帳計之村も
御座候

５   請藪帳 村ニ寄古帳面無御座
候

６   本作坪附名寄帳

７   新地坪附名寄帳

８   畠成田坪附名寄帳

９   出新地坪附名寄帳

10   壱番早田下見帳

11   早田下見帳

12   中田下見帳

13   川成御改帳

14   御取立帳

15   御取立割本帳

16   人別仕詰差引帳

17   追出米通

18   役目帳

19   御蔵納米請取通

20   御蔵納米庭帳

21   反別取立帳

22   大仕詰帳

B　勘定庄屋引請之帳面

名　称 備　考
１   本田新地畠成田皆発
目録

２   本田新地畠成田御根
付皆作目録

３   反別麦上納目録

４   早田目録

５   中田目録

６   本田新地御免相目録
御披見一通御勘定所
出一通り、御奉行様
出一通り

７   新納米目録 御郡土蔵納

８   差上米目録

９   出精米目録

10   米小物成書付

11   本田新地米小物成皆
済目録

御披見一通御勘定所
出一通、御奉行様出
一通り

12   新納米皆済目録 御郡土蔵

13   本田御勘定帳 米小物成共ニ

14   新地御勘定帳

15   糠藁御勘定帳

16   銀小物成御勘定帳

17   御勘定帳添之諸引請
文数々

18   五歩種子元米借状

19   表御内証納并夏冬御
郡土蔵之米銀納証文
数々

表３　田川郡の諸帳面

（典拠）六角文書A21-3「嘉永七年田川郡諸帳面数書上帳」
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注

（
1
） 
史
料
論
か
ら
制
度
史
を
考
え
る
、
と
い
う
方
法
は
、
近
年
の
地
域
社
会
研
究
や
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
今
村
直

樹
「
近
世
後
期
の
手
永
会
所
と
地
域
社
会
」（
稲
葉
継
陽
・
今
村
直
樹
編
『
日
本
近
世
の
領
国
地
域
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
）、

吉
村
豊
雄
「
近
世
に
お
け
る
文
書
行
政
の
高
度
化
と
明
治
維
新
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
幕
藩
政
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
総
合
的
研
究
』
思

文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
。
小
倉
藩
に
そ
く
し
て
は
、
長
尾
正
剛
「
細
川
小
倉
藩
人
畜
改
帳
の
考
察
」『
西
南
地
域
の
史
的
展
開
近

世
編
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
八
）。

（
2
） 

稲
葉
継
陽
「
一
七
世
紀
に
お
け
る
藩
政
の
成
立
と
特
質
」（
前
出
『
日
本
近
世
の
領
国
地
域
社
会
』）。

（
3
） 

梶
嶋
政
司
「
九
州
大
学
と
資
料
保
存
運
動
―
戦
後
七
〇
年
か
ら
近
世
庶
民
史
料
調
査
目
録
を
読
み
直
す
―
」『
記
録
資
料
館
ニ
ュ
ー
ズ

レ
タ
ー
』
一
〇
号
、
二
〇
一
六
年
。

（
4
） 

六
角
家
文
書
を
利
用
し
た
主
な
研
究
と
し
て
『
田
川
市
史
上
巻
』（
田
川
市
役
所
、
一
九
七
四
年
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
九
大
所
蔵
の
六

角
家
文
書
に
は
未
整
理
資
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
調
査
が
今
後
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
の
作
業
は
そ
の
準
備
の
一
環
と
し
て

の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
な
お
、
小
倉
潘
の
大
庄
屋
に
つ
い
て
は
、『
行
橋
市
史
中
巻
』（
行
橋
市
、
二
〇
〇
六
年
）
等
を
参
照
し
た
。

（
5
） 

六
角
家
文
書
七
一－

二
『
公
私
萬
要
録
（
明
治
三
年
～
同
六
年
）』（
九
州
大
学
附
属
図
書
館
付
設
記
録
資
料
館
旧
文
化
史
資
料
部
門
所
蔵
）。

（
6
） 

六
角
家
文
書
七
一－

二
『
公
私
萬
要
録
（
明
治
三
年
～
同
六
年
）』。

（
7
） 

当
該
期
の
改
姓
改
名
に
つ
い
て
は
、
仲
津
郡
国
作
手
永
大
庄
屋
の
治
右
衛
門
が
明
治
三
年
一
月
に
「
耕
三
」
と
改
名
し
て
い
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
（『
行
橋
市
史
中
巻
』
三
四
一
頁
）。

（
8
） 

六
角
家
文
書
七
一－

二
『
公
私
萬
要
録
（
明
治
三
年
～
同
六
年
）』。

（
9
） 

六
角
家
文
書
六
九－

十
八
『
日
記
（
天
明
二
年
）』

（
10
） 

六
角
家
文
書
六
九－

十
九
『
日
記
（
天
明
三
年
）』

（
11
） 

彼
ら
の
よ
う
な
存
在
が
近
世
日
本
の
文
書
主
義
社
会
を
支
え
て
い
た
。
冨
善
一
敏
「
日
本
近
世
民
間
文
書
主
義
社
会
の
存
立
基
盤
に
関
す

る
一
考
察
」『
歴
史
学
研
究
』
九
五
一
、
二
〇
一
六
年
。

（
12
） 

六
角
家
文
書
六
九－

五
『
日
記
（
享
和
三
年
）』
三
月
二
十
一
日
条
に
は
喜
太
郎
自
身
で
「
御
郡
代
様
御
屋
敷
え
罷
出
候
処
、
正
四
ツ
時
御
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郡
代
横
山
源
太
兵
衛
様
よ
り
御
用
達
之
趣
此
度
添
田
手
永
大
庄
屋
役
被
仰
付
候
ニ
付
精
勤
可
市
旨
被
仰
付
、
夫
よ
り
林
吉
兵
衛
様
御
召
連

被
下
御
職
役
二
木
勘
右
衛
門
様
御
屋
敷
え
御
請
ニ
罷
出
、
夫
よ
り
所
ニ
御
座
仕
、
八
ツ
時
小
倉
出
立
、
同
夜
五
ツ
時
香
春
え
着
、
御
郡
様

え
罷
出
御
礼
申
上
、
米
屋
ニ
て
祝
酒
升
屋
え
左
越
候
処
、
父
泰
恒
参
居
被
申
候
ニ
付
、
拝
顔
之
上
糒
え
立
寄
、
両
実
親
え
拝
顔
、
夫
よ
り

金
田
え
帰
八
ツ
時
帰
着
」
と
記
し
て
い
る
。

（
13
） 

六
角
家
文
書
七
〇－

九
『
公
私
諸
用
録
（
文
政
十
年
～
）』。
六
角
家
文
書
一－

一
『
御
用
廻
文
写
（
文
政
十
年
）』。

（
14
） 

六
角
家
文
書
七
〇－

二
『
公
私
諸
用
録
（
安
政
五
年
）』。

（
15
） 

『
豊
前
国
田
川
郡
添
田
手
永
大
庄
屋
中
村
家
御
用
日
記
』
添
田
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
一
年
。
中
村
家
に
つ
い
て
は
七
隈
史
料
叢
書
三

『
豊
前
国
田
川
郡
添
田
手
永
大
庄
屋
中
村
家
文
書
仮
目
録
』（
松
下
志
朗
、
一
九
七
〇
年
）、
七
隈
史
料
叢
書
六
『
小
倉
藩
田
川
郡
添
田
手
永

大
庄
屋
記
録
集
』（
松
下
志
朗
、
一
九
七
一
年
）
が
あ
る
。

（
16
） 

庄
屋
層
が
記
す
日
記
の
内
容
に
着
目
し
た
研
究
と
し
て
東
昇
『
近
世
の
村
と
地
域
情
報
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）
が
あ
る
。

（
17
） 

六
角
家
文
書
Ａ
二
一－

三
「
嘉
永
七
年
田
川
郡
諸
帳
面
数
書
上
帳
」。

（
18
） 

六
角
家
文
書
Ａ
二
一－

四
「
諸
帳
面
御
調
子
ニ
付
御
書
下
并
書
上
控
」
に
よ
れ
ば
、「
此
度
御
取
締
ニ
付
六
郡
大
庄
屋
・
小
庄
屋
之
者
共
、

去
酉
年
よ
り
昨
丑
年
迄
五
ケ
年
之
間
、
御
米
取
立
勘
定
諸
帳
面
類
并
ニ
諸
取
立
向
内
免
仕
配
諸
出
米
内
分
ケ
役
目
差
引
、
村
々
人
別
差
引

帳
等
、
少
も
無
洩
落
早
々
差
出
ニ
申
候
」
と
あ
り
、
こ
の
と
き
金
田
手
永
か
ら
も
過
去
五
年
間
の
帳
面
を
提
出
し
て
い
る
。

（
19
） 

六
角
家
文
書
二
〇－

三－

一
四
「
金
田
手
永
諸
帳
面
引
譲
目
録
」。



─ 184 ─

小
倉
藩
の
手
永
大
庄
屋
制
に
関
す
る
史
料
論
的
考
察

【
資
料
編
】

六
角
文
書
Ａ
２
１－

３

（
表
紙
）

　
　
　
　

嘉
永
七
年

 

― 

田
川
郡
諸
帳
面
数
書
上
帳

　
　
　
　
　

寅
閏
七
月　
　
　
　

郡
控

 
 

勘
定
庄
屋
引
請
之
帳
面
目
録
類

一
本
田
新
地
畠
成
田
皆
発
目
録

一
同
御
根
付
皆
作
目
録

一
反
別
麦
上
納
目
録

一
早
田
目
録

一
中
田
目
録

一
本
田
新
地
御
免
相
目
録

 
 

但
御
披
見
一
通
、
御
勘
定
所
出
一
通
り

 
 
 

御
奉
行
様
出
一
通
り

一
新
納
米
目
録　

御
郡
土
蔵
納

一
差
上
米
目
録

一
出
精
米
目
録

一
米
小
物
成
書
付

一
本
田
新
地
米
小
物
成
皆
済
目
録

 
 

但
御
披
見
御
勘
定
所
出
一
通

 
 
 

御
奉
行
様
出
一
通
り

一
新
納
米
皆
済
目
録　

御
郡
土
蔵

一
本
田
御
勘
定
帳

 
 

但
米
小
物
成
共
ニ

一
新
地
右
同
断

一
糠
藁
右
同
断

一
銀
小
物
成
右
同
断

一
右
御
勘
定
帳
添
之
諸
引
請
文
数
々

一
五
歩
種
子
元
米
借
状

一
表
御
内
証
納
并
夏
冬
御
郡
土
蔵
之
米
銀
納
証
文
数
々

〆

 
 

御
勘
定
当
務
大
庄
屋
帳
面

一
御
郡
土
蔵
上
納
銀
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一
同
米
銀
札
払
目
録

一
同
納
証
文
控

一
同
諸
札
引
合
帳

一
同
拝
借
控
帳

一
北
一
紙
控
帳

一
御
郡
土
蔵
諸
差
引
帳

 
 

但
上
納
物
并
御
郡
内
取
遣
諸
無
尽
取
遣
共
ニ
書
入
御
座

 
 
 

候

一
同
割
本
帳

〆

 
 

御 

山
方
帳
面
は
子
供
役
順
番
ニ
て
六
手
永
一
紙
ニ
仕
立

 
 

差
出
申
候

一
御
山
方
御
勘
定
帳

一
御
用
竹
木
目
録

一
請
材
木
子
手
形

〆
 
 

大
庄
屋
帳
面

一
手
鑑
帳

一
御
取
立
当
付
帳

一
同
割
本
帳

一
諸
給
割
本
帳

一
仕
組
年
賦
帳

〆 

但 

此
分
大
庄
屋
手
許
年
々
相
用
申
候
、
尤
此
内
合
帳
ニ
相

成
居
候
手
永
も
御
座
候

一
夏
運
上
帳

 
 

但
此
帳
面
ニ
反
別
麦
取
立
割
、
鶏
卵
代
仕
出
共
ニ
御
座

 
 
 

候

一
早
田
小
目
録

一
中
田
小
目
録

一
御
取
立
帳

 
 

但 

収
納
度
々
此
帳
面
之
払
之
内
ニ
御
蔵
通
〆
辻
書
入
、
御

代
官
様
御
蔵
通
ニ
御
押
切
被
成
候
帳
面
ニ
御
座
候

一
同
割
本
帳
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一
秋
中
覚
帳

 
 

但 

此
帳
面
ニ
御
免
割
其
外
控
類
数
々
御
座
候

一
諸
目
録
控

 
 

但 
此
帳
面
ニ
御
目
録
類
控
并
川
成
寄
書
付
等
之
控
御
座
候
、

手
永
ニ
寄
別
ニ
致
候
所
も
御
座
候

一
川
成
寄
書
付

一
郡
手
永
出
米
通

 
 

但 

此
分
手
永
ニ
寄
一
帳
又
は
郡
出
米
通
一
帳
、
手
永
出
米

通
一
帳
、
二
冊
ニ
相
成
居
候
手
永
も
御
座
候

一
出
米
割
帳

一
横
駄
賃
帳

 
 

但 

小
帳
添
之
手
永
も
御
座
候

一
竪
駄
賃
帳

一
一
紙
目
録
控

一
冬
運
上
帳

一
返
号
仕
詰
帳

 
 

但 

此
帳
面
ニ
て
手
永
内
は
勿
論
御
郡
内
出
入
之
分
無
尽
類

一
切
差
引
仕
来
申
候

一
同
割
本
帳

一
大
仕
詰
差
引
帳

〆 

但 

此
分
大
庄
屋
手
元
ニ
て
年
々
新
ニ
拵
申
候

 
 

子
供
役
帳
面

一
郡
手
永
夫
役
通

 
 

但 

手
永
ニ
寄
郡
手
永
二
冊
ニ
相
成
居
候
所
も
御
座
候

一
同
仕
詰
帳

 
 

但 

此
分
子
供
役
手
元
ニ
て
年
々
新
ニ
拵
申
候

 
 

小
庄
屋
帳
面

一
本
作
御
水
帳

一
新
地
御
水
帳

一
畠
成
田
御
水
帳

一
出
新
地
御
水
帳

 
 

但 

村
ニ
寄
御
水
帳
無
御
座
、
坪
付
帳
計
之
村
も
御
座
候

一
請
藪
帳

 
 

但 
村
ニ
寄
古
帳
面
無
御
座
候
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一
本
作
坪
附
名
寄
帳

一
新
地
坪
附
名
寄
帳

一
畠
成
田
坪
附
名
寄
帳

一
出
新
地
坪
附
名
寄
帳

一
壱
番
早
田
下
見
帳

一
早
田
下
見
帳

一
中
田
下
見
帳

一
川
成
御
改
帳

一
御
取
立
帳

 
 

但 

手
名
寄
帳
を
本
ニ
立
、
五
分
種
子
利
米
、
運
賃
米
、
郷

中
間
増
給
、
入
草
代
、
夫
柄
米
、
弐
朱
五
厘
米
、
糠
藁

代
、
鶏
卵
代
、
蕨
縄
代
、
差
上
米
、
役
高
米
、
手
永
弁

米
、
諸
給
米
迄
入
候
処
諸
納
と
仕
、
右
諸
納
を
本
ニ
立
、

追
出
米
、
諸
弁
米
、
高
代
米
、
百
姓
貸
附
之
内
年
賦
物
、

牛
馬
代
、
作
喰
麦
代
、
貸
付
類
、
右
口
々
〆
辻
之
内
ニ

て
諸
引
方
、
口
々
を
引
残
ニ
、
御
代
官
様
御
押
切
判
申

請
、
御
切
符
と
申
、
人
別
え
相
渡
申
候
、
本
帳
ニ
て
御

座
候

一
御
取
立
割
本
帳

 
 

但 

四
ツ
高
田
畠
諸
納
、
諸
割
物
、
諸
引
米
、
人
別
小
割
仕

候
帳
面
ニ
て
御
座
候

一
人
別
仕
詰
差
引
帳

 
 

但 

御
切
符
残
を
本
ニ
立
、
人
別
振
取
米
、
同
無
尽
取
立
米
、

役
目
過
不
足
、
差
引
、
銀
納
、
為
替
、
御
蔵
納
米
を
内

ニ
立
、
残
り
半
米
は
正
米
計
立
、
御
蔵
納
仕
候
帳
面
ニ

て
御
座
候

一
追
出
米
通

 
 

但 

是
は
子
八
月
よ
り
丑
八
七
月
迄
、
郡
手
永
御
役
人
賄
、

村
内
諸
出
入
用
小
日
記
之
分
ニ
て
御
座
候
得
共
、
村
ニ

寄
百
姓
之
内
よ
り
世
話
人
相
立
、
年
中
入
用
右
仕
出
帳

面
を
以
、
吟
味
之
上
立
渡
候
村
数
々
御
座
候

一
役
目
帳

 
 

但 

村
々
散
使
帳
面
ニ
て
、
方
頭
、
頭
百
姓
見
断
、
差
引
之

上
、
庄
屋
手
元
ニ
差
出
、
過
不
足
之
米
出
入
は
庄
屋
よ

り
仕
候

一
御
蔵
納
米
請
取
通

 
 

但 
米
払
御
蔵
所
ニ
て
人
別
よ
り
請
取
、
俵
数
相
記
候
帳
面

ニ
御
座
候
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一
御
蔵
納
米
庭
帳

 
 

但 

米
払
、
御
蔵
所
ニ
て
請
取
候
米
通
を
、
村
中
人
別
名
前

ニ
書
記
候
帳
面
ニ
て
御
座
候

一
反
別
取
立
帳　
　

壱
冊

 
 

但 

夏
納
銀
、
上
納
物
奥
ニ
相
記
居
申
候

一
大
仕
詰
帳

 
 

但 

米
銀
村
辻
出
入
差
引
仕
詰
仕
、
過
不
足
年
々
追
送
り
仕

候
帳
面
ニ
て
御
座
候


